
文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査に関する申合せ事項案新旧対照条文 

改正案 現行 
文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査に関する申合

せ事項 

 

昭和４５年１１月１２日 

４５管振第１８号 

改正 昭和５９年１１月２日 

５９高助第２号 

改正 平成１３年１月６日 

改正 平成２３年７月２１日 

２３高私助第２１号 

改正 平成２８年６月２日 

２８高私助第５号 

改正 令和７年３月２６日 

７文科施第９３５号 

改正 令和７年１２月１５日 

７文科施第６８２号 

 

 

１～４ （略） 

 

５ 調査前施行工事について 

調査前，応急的に施行された工事（要領第１０の１に規

定する応急仮設校舎等を除く。）については，その工事が

文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査に関する申合

せ事項 

 

昭和４５年１１月１２日 

４５管振第１８号 

改正 昭和５９年１１月２日 

５９高助第２号 

改正 平成１３年１月６日 

改正 平成２３年７月２１日 

２３高私助第２１号 

改正 平成２８年６月２日 

２８高私助第５号 

改正 令和７年３月２６日 

７文科施第９３５号 

 

 

 

 

１～４ （略） 

 

５ 調査前施行工事について 

調査前，応急的に施行された工事（要領第９の１に規定

する応急仮設校舎等を除く。）については，その工事が本



 

本工事の全部または一部となる場合に限り調査の対象と

するものであり，施行部分についての所定の単価，歩掛り

を用いて積算された額と精算額（施行中のものは精算見込

額）とを比較し何れか少額のものを調査額とするものであ

る。 

 

６～11 （略） 

 

12 要領第１０の１に定める応急仮設校舎等に要する工事

費の算出基準 

 

（１）～（5） （略） 

 

13 （略） 

 

 

附則（令和７年３月２６日） 

この要領は，令和７年３月２６日から施行し，令和６年

４月１日から適用する。 

 

附則（令和７年１２月１５日） 

この要領は，令和７年１２月１５日から施行し，令和７

年１２月３日から適用する。 

 

 

 

工事の全部または一部となる場合に限り調査の対象とす

るものであり，施行部分についての所定の単価，歩掛りを

用いて積算された額と精算額（施行中のものは精算見込

額）とを比較し何れか少額のものを調査額とするものであ

る。 

 

６～11 （略） 

 

12 要領第９の１に定める応急仮設校舎等に要する工事費

の算出基準 

 

（１）～（5） （略） 

 

13 （略） 

 

 

附則（令和７年３月２６日） 

この要領は，令和７年３月２６日から施行し，令和６年

４月１日から適用する。 

 

（新設） 

 

 

 


